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船橋市議会議員（市民民主連合） 

浦 田 秀 夫 通 信 

 

新型コロナウイルス対策要望書を提出 
市内の新型コロナウイルス感染者は 4月 27 日現在で 110 名と感染拡大が続いています。 
こうした中、市は 4月 21 日に新型コロナウイルス感染症緊急対策（裏面）を発表しました。 
また、政府においても補正予算を国会に提出し、４月 30日に成立しました。 
こうしたことを踏まえ、4月 28 日に市民からの要望、意見も含め下記の事項について市長に要望し
ました。要望書は、緊急事態宣言を受けた 4月 10 日にも市民民主連合として提出しています。 

１、定額給付金 10 万円の支給について、１日
も早く市民に届くよう支給事務体制を強化するこ
と。また、DV被害者や住民票を有しない人、銀
行口座を持っていない人など支給漏れが生じない
よう努めること。 
２、新型コロナウイルス感染症相談センターの
相談・検査基準の「風邪の症状や 37,5 度以上の
発熱が 4日以上続く方」を見直し、相談体制の
一層の強化を図ること。 
３、ドライブスルー方式の PCR 検査を始めまし
たが、さらに検査件数を増やし、医療崩壊を防止
するために検査センターや発熱外来の設置などに
ついて医師会と協議し、必要な支援を強化するこ
と。 
４、ひとり親世帯で児童扶養手当を受給してい
る世帯に対し、松戸市は「緊急支援給付金」を支
給することを決めました。本市においても児童扶
養手当を受給している世帯に対し「緊急支援給付
金」を支給すること。 
５、社会福祉協議会による貸付制度の申請件
数について、4月 21 日現在で 127 件です。4月
25 日の新聞報道によれば、全国的に申請者が殺
到しているとのことです。 
 

船橋市の申請件数は非常に少ないように思われ
ます。電話が通じないなどその原因究明し、改善
策を講じること。 
６、ネットカフェ難民など緊急の宿泊施設を必要
とする人に対し、県が用意したのは市原の消防学
校です。本市内にもネットカフェ難民など緊急の
宿泊施設を設置すること。 
７、保育所などの臨時休園期間が 5月の 31日
まで延長されましたが、親の就労状況など個別の
事情を考慮し、柔軟に対応すること。 
８、学校の臨時休校の延期・再開などについて、
できるだけ早く保護者に情報を伝え、学習支援な
ど子ども最優先で対応策を講じること。 
９、子どもたちや市民の健康を維持するために
遊びや運動などができる公園や広場は、感染対策
を講じた上で閉鎖しないこと。また、校庭につい
ても市民に開放するよう検討すること。 
10、医療機関や高齢者福祉施設、障害者福祉

施設での感染防止や事業継続に必要な支援をさら
に強化すること。 
11、緊急事態宣言時における町会・自治会活

動についてのガイドラインを作成し配布するこ
と。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市の新型コロナウイルス緊急対策 
船橋市は 4 月 21 日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、総額 12 億円の緊急対策を発表しました。 
市内の感染者が 10日間で倍増しており、感染抑制のための医療供給体制の拡充、市民生活を守るための

支援、市内事業者への支援がその内容となっています。 
 

ドライブスルー検査を実施 
 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、ドライ
ブスルー方式の PCR検査を 21日から実施しま
す。現在、船橋市では PCR検査を船橋保健所で
1日 40 件程度行っていますが、それに加えて、
ドライブスルー方式で 1日 12 人程度の検査が行
えるようになります。 
 検査は、あくまでも相談センターで検査が必要
と判断された方が対象です。 

病床確保のための支援 
新型コロナウイルス感染患者の増加により、夜
間・休日に帰国者・接触者外来を実施している医
療機関や患者受け入れ病床確保のために 9,280 万
円を支援します。 

店舗等の家賃の補助 
市内で店舗を賃借していて、2月以降の任意の
１月の売上が前年同月比で 3分の 1以上減った事
業者に 4、5月分の月額賃料の３分の２、上限 10

万円を助成するもので事業費は 6億 7千万円で
す。問合せ先は商工振興課 047-436-2466	

助成金申請相談窓口の設置 
 新型コロナウイルスの影響による経営対策とし
て雇用調整助成金申請などについて、社会保険労
務士が申請書類の作成を支援します。 
実施期間は 5月 12 日（火曜日）～6月 27 日
（土曜日）まで。実施日時は火～土曜日の 13:00
～16:00。場所は船橋市勤労市民センター（いず
れも予定） 

 

市職員として臨時採用 
 新型コロナウイルスの影響により内定を取り
消されたり、離職を余儀なくされた方を対象に
30人程度を非常勤職員として臨時採用します。 
問合せ先は職員課 047-436-2147 

学習支援にタブレット貸与 
 休校が続く小中学生の家庭学習を支援するた
めに通信環境の整っていない家庭にタブレット
の貸し出しと通信環境の整備を行います。 
貸与台数は 1,780 台で 中学 3年生を優先的
に貸与する予定です。 

軽症者等の宿泊施設確保 
軽症・無症状者のための宿泊施設の確保に
ついては、4月 27 日に発表しました。 
 受け入れ場所は、船橋第１ホテルで 4月 30
日から受け入れを開始しました。 
 受け入れ可能人数は約 100 人で、受け入れ対
象者は、病院での治療が不可欠でない入院中ま
たは自宅待機の軽症者。PCR検査で陽性と確認
された人の内、医師が入院治療の対象とならな
い症状と判断した軽症者。 
 受け入れ態勢は医師が 24時間オンコール、
看護師または保健師が 24時間常駐、市職員が
9名がローテションで 24時間常駐します。 

非常事態宣言 5月 31 日まで延長 
 政府は 5月 4日、新型コロナウイルス感染拡
大に伴う緊急事態宣言を全国を対象として 31
日まで延長することを表明しまた。14日をめど
に感染状況をなどを分析し、解除の前倒しを検
討することや、飲食店の家賃補助、雇用調整助
成金の拡充、アルバイト学生への支援について
追加対策を講じることを明らかにしました。 
  
 

皆さんからのご意見、ご要望をお待ちしています。ま

た、ブログ、フェイスブックでリアルタイムに情報を提供

していますのでご覧ください。 


